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愛川町新型インフルエンザ等対策行動計画改定の経緯
〇 改定の経緯

新型コロナウイルス感染症の対応を振り返り、課題等を整理し、国は、「新型インフルエンザ等対策政府

行動計画」（以下「政府行動計画」という。）を抜本的に見直しを図り、令和６年７月に改定を行った。

また、県も「新型インフルエンザ等対策特別措置法」（以下「特措法」という。）に基づき、令和７年

３月に改定を行った。

このため、町においても、特措法第八条に基づき、「愛川町新型インフルエンザ等対策行動計画」を改定

するものである。

（参考）新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成二十四年法律第三十一号）

（市町村行動計画）

第八条 市町村長は、都道府県行動計画に基づき、当該市町村の区域に係る新型インフルエンザ等対策の

実施に関する計画（以下「市町村行動計画」という。）を作成するものとする。

〇 当初の策定

平成21年５月 「愛川町新型インフルエンザ対策行動計画」として策定

〇 直近の改定

平成26年９月 「愛川町新型インフルエンザ等対策行動計画」として改定
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各行動計画等の位置づけ

政府行動計画

（特措法第６条第１項）

ー２ー

（R6.7改定）

県行動計画

（特措法第７条第１項）

（R7.3改定）

市町村行動計画
（特措法第８条第１項）

新型インフルエンザ等対
策ガイドライン（政府）

市町村行動計画
作成の手引き（政府）

（R6.8公表）

（R6.12通知）反
映

反
映

改定

★ 対象とする疾患
★ 時期区分の変更
★ 対策項目の拡充



愛川町行動計画改定の基本的考え方

〇 実施体制やまん延防止、町民生活等について、幅広い関係各課及び関係機関等

と連携し、学識経験者の意見を聴きながら改定を行う。

〇 政府行動計画、県行動計画、政府ガイドライン及び市町村向けの手引きを踏ま

え、整合性を持ち、さらには「新型コロナウイルス感染症」の対応経験等を反映

し抜本的に改定を行う。

〇 政府行動計画及び県行動計画の考え方と整合性を持って作成する必要があるこ

とから、計画の構成は、同一の構成とし、町の区域において実施する新型インフ

ルエンザ等対策の総合的な推進に関する事項を記載する。また、特に町が実施す

る対策項目の考え方及び取組については、ゴシック体、強調文字、アンダーライ

ンで記載する。

〇 業務継続計画など他計画との整合性を図る。
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政府行動計画の改定概要
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〇 政府行動計画の改定概要

次の内容を踏まえ、計画を抜本的に改定（令和６年７月改定）

・新型コロナウイルス感染症の経験を踏まえた対策の具体化

・内閣感染症危機管理統括庁や国立健康危機管理研究機構（JIHS）の設置

・国、都道府県の総合調整・指示権限拡充によるガバナンス（管理）の強化

＜改定前の計画との比較＞

〇 新型インフルエンザ等対策の主たる目的

・「感染拡大防止」と「国民生活及び国民経済に与える影響の最小化」

〇 新型インフルエンザ等対策実施上の留意事項

・「平時の備えの拡充」「感染拡大防止と社会経済活動のバランスを踏まえた対策の切替」

H25.６ 改定計画
（H29.９ 一部改定（治療薬の確保量増加））

R６.７ 改定計画

対象とする疾患 「病原性の高い新型インフルエンザ等」を念頭 「幅広い呼吸器感染症」を念頭

時期区分
「未発生期、海外発生期、国内発生早期、
国内感染期、小康期」の５期の区分

「準備期、初動期、対応期」の３期
に区分

対策項目 実施体制等の「６項目」 「13項目」に拡充



時期区分の変更
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〇 時期区分

現計画

未発生期
新型インフルエンザ等が発生し
ていない状態

海外発生
期

海外で新型インフルエンザ等が
発生した状態

国内発生
早期

国内のいずれかの都道府県で新
型インフルエンザ等の患者が発
生しているか、全ての患者の接
触歴を疫学調査で追える状態

国内感染
期

国内のいずれかの都道府県で新
型インフルエンザ等の患者の接
触歴が疫学調査で追えなくなっ
た状態

小康期
新型インフルエンザ等の患者の
発生が減少し、低い水準でとど
まっている状態

改定計画

準備期 発生前の段階

初動期 A

国内で発生した場合を含め、世界
で新型インフルエンザ等に位置づ
けられる可能性がある感染症が発
生した段階

対応期

B
国内の発生当初の封じ込めを念頭
に対応する時期

C-1
国内で感染が拡大し、病原体の性
状等に応じて対応する時期

C-2
ワクチンや治療薬等により対応力
が高まる時期

D
特措法によらない基本的な感染症
対策に移行する時期



対策項目の拡充
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〇 対策項目（６項目から13項目に拡充）

【改定前の６項目】
① 実施体制
② 情報の収集・提供・共有
③ 予防・まん延防止
④ 予防接種
⑤ 医療
⑥ 町民生活及び地域経済の安定の確保

【改定後の13項目】
① 実施体制
② 情報収集・分析
③ サーベイランス
④ 情報提供・共有、リスクコミュニケーション
⑤ 水際対策
⑥ まん延防止
⑦ ワクチン
⑧ 医療
⑨ 治療薬・治療法
⑩ 検査
⑪ 保健
⑫ 物資
⑬ 町民生活及び地域経済の安定の確保

※ ゴシック体で記載している項目は、町が実施す
る対策項目

改定



愛川町新型インフルエンザ等対策行動計画の案 愛川町
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政府行動計画（改定後） 県行動計画（改定後） 町行動計画（案） 町行動計画（現行）

第1部 新型インフルエンザ等
対策特別措置法と政府行動計画
第１章 新型インフルエンザ
等対策特別措置法の意義等

第1部 新型インフルエンザ等
対策特別措置法と行動計画
第１章 新型インフルエンザ
等対策特別措置法の意義等

第1部 新型インフルエンザ等
対策特別措置法と行動計画
第１章 新型インフルエンザ
等対策特別措置法の意義等

第１章 はじめに（総論）

第１節 感染症危機を取り
巻く状況

第１節 感染症危機を取り
巻く状況

第１節 感染症危機を取り
巻く状況

－

第２節 新型インフルエン
ザ等対策特別措置法の制定

第２節 新型インフルエン
ザ等対策特別措置法の制定

第２節 新型インフルエン
ザ等対策特別措置法の制定

１ 新型インフルエンザ等対
策特別措置法の制定

－ － － ２ 取組の経緯

第３節 政府の感染症危機
管理の体制

－ － －

第２章 政府行動計画の作成
と感染症危機対応

第２章 行動計画の作成と感
染症危機対応

第２章 行動計画の作成と感
染症危機対応

－

第１節 政府行動計画の作
成

第１節 行動計画の作成 第１節 行動計画の作成 ３ 行動計画の作成

第２節 新型コロナウイル
ス感染症対応での経験

第２節 新型コロナウイル
ス感染症対応での経験

第２節 新型コロナウイル
ス感染症対応での経験

－



愛川町新型インフルエンザ等対策行動計画の案 愛川町
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政府行動計画（改定後） 県行動計画（改定後） 町行動計画（案） 町行動計画（現行）

第３節 政府行動計画改定
の目的

第３節 政府行動計画改定
の目的

第３節 政府行動計画改定
の目的

－

第２部 新型インフルエンザ等
対策の実施に関する基本的な方
針
第１章 新型インフルエンザ
等対策の目的及び実施に関す
る基本的な考え方等

第２部 新型インフルエンザ等
対策の実施に関する基本的な方
針
第１章 新型インフルエンザ
等対策の目的及び実施に関す
る基本的な考え方等

第２部 新型インフルエンザ等
対策の実施に関する基本的な方
針
第１章 新型インフルエンザ
等対策の目的及び実施に関す
る基本的な考え方等

第２章 新型インフルエンザ等
対策の実施に関する基本的な方
針

第１節 新型インフルエン
ザ等対策の目的及び基本的
な戦略

第１節 新型インフルエン
ザ等対策の目的及び基本的
な戦略

第１節 新型インフルエン
ザ等対策の目的及び基本的
な戦略

１ 対策の目的

第２節 新型インフルエン
ザ等対策の基本的な考え方

第２節 新型インフルエン
ザ等対策の基本的な考え方

第２節 新型インフルエン
ザ等対策の基本的な考え方

２ 対策の基本的な考え方

第３節 様々な感染症に幅
広く対応できるシナリオ
（１）有事のシナリオの考
え方

第３節 様々な感染症に幅
広く対応できるシナリオ
（１）有事のシナリオの考
え方

第３節 様々な感染症に幅
広く対応できるシナリオ
（１）有事のシナリオの考
え方

－



愛川町新型インフルエンザ等対策行動計画の案 愛川町
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政府行動計画（改定後） 県行動計画（改定後） 町行動計画（案） 町行動計画（現行）

（２）感染症危機における
有事のシナリオ（時期ごと
の対応の大きな流れ）

（２）感染症危機における
有事のシナリオ（時期ごと
の対応の大きな流れ）

（２）感染症危機における
有事のシナリオ（時期ごと
の対応の大きな流れ）

－

第４節 新型インフルエン
ザ等対策実施上の留意事項

第４節 新型インフルエン
ザ等対策実施上の留意事項

第４節 新型インフルエン
ザ等対策実施上の留意事項

３ 対策実施上の留意点

（１）平時の備えの整理や
拡充

（１）平時の備えの整理や
拡充

（１）平時の備えの整理や
拡充

－

（２）感染拡大防止と社会
経済活動のバランスを踏ま
えた対策の切替

（２）感染拡大防止と社会
経済活動のバランスを踏ま
えた対策の切替

（２）感染拡大防止と地域
経済活動のバランスを踏ま
えた対策の切替

－

（３）基本的人権の尊重 （３）基本的人権の尊重 （３）基本的人権の尊重 （１）基本的人権の尊重

（４）危機管理としての特
措法の性格

（４）危機管理としての特
措法の性格

（４）危機管理としての特
措法の性格

（２）危機管理としての特措
法の性格

（５）関係機関相互の連携
協力の確保

（５）関係機関相互の連携
協力の確保

（５）関係機関相互の連携
協力の確保

（３）関係機関相互の連携協
力の確保



愛川町新型インフルエンザ等対策行動計画の案 愛川町
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政府行動計画（改定後） 県行動計画（改定後） 町行動計画（案） 町行動計画（現行）

（６）高齢者施設や障害者
施設等の社会福祉施設等に
おける対応

（６）高齢者施設や障害者
施設等の社会福祉施設等に
おける対応

（６）高齢者施設や障がい
者施設等の社会福祉施設等
における対応

－

（７）感染症危機下の災害
対応

（７）感染症危機下の災害
対応

（７）感染症危機下の災害
対応

－

（８）記録の作成や保存 （８）記録の作成や保存 （８）記録の作成や保存 （４）記録の作成・保存

－ － － ４ 発生時の被害想定等

第５節 対策推進のための
役割分担
（１）国の役割

第５節 対策推進のための
役割分担
（１）国の役割

第５節 対策推進のための
役割分担
（１）国の役割

５ 対策推進のための役割分
担
（１）国の役割

（２）地方公共団体の役割 （２）県、市町村の役割 （２）県、市町村の役割 （２）県及び市町村の役割

（３）医療機関の役割 （３）医療機関の役割 （３）医療機関の役割 （３）医療機関の役割

（４）指定（地方）公共機
関の役割

（４）指定（地方）公共機
関の役割

（４）指定（地方）公共機
関の役割

（４）指定（地方）公共機
関の役割



愛川町新型インフルエンザ等対策行動計画の案 愛川町
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政府行動計画（改定後） 県行動計画（改定後） 町行動計画（案） 町行動計画（現行）

（５）登録事業者 （５）登録事業者 （５）登録事業者 （５）登録事業者の役割

（６）一般の事業者 （６）一般の事業者 （６）一般の事業者 （６）一般の事業者の役割

（７）個人 （７）個人 （７）個人 （７）個人の役割

第２章 新型インフルエンザ
等対策の対策項目と横断的視
点
第１節 政府行動計画にお
ける対策項目等
（１）政府行動計画の主な
対応項目

第２章 新型インフルエンザ
等対策の対策項目と横断的視
点
第１節 行動計画における
対策項目等
（１）行動計画の主な対応
項目

第２章 新型インフルエンザ
等対策の対策項目と横断的視
点
第１節 行動計画における
対策項目等
（１）行動計画の主な対応
項目

６ 町行動計画の主要６項目

（２）対策項目ごとの基本
理念と目標

（２）対策項目ごとの基本
理念と目標

（２）対策項目ごとの基本
理念と目標

－

① 実施体制 ① 実施体制 ① 実施体制 （１）実施体制

② 情報収集・分析 ② 情報収集・分析 ② 情報収集・分析
（２）情報の収集・提供・共
有



愛川町新型インフルエンザ等対策行動計画の案 愛川町
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政府行動計画（改定後） 県行動計画（改定後） 町行動計画（案） 町行動計画（現行）

③ サーベイランス ③ サーベイランス ③ サーベイランス －

④ 情報提供・共有、リス
クコミュニケーション

④ 情報提供・共有、リス
クコミュニケーション

④ 情報提供・共有、リス
クコミュニケーション

（２）情報の収集・提供・共
有

⑤ 水際対策 ⑤ 水際対策 ⑤ 水際対策 －

⑥ まん延防止 ⑥ まん延防止 ⑥ まん延防止 （３）予防・まん延防止

⑦ ワクチン ⑦ ワクチン ⑦ ワクチン （４）予防接種

⑧ 医療 ⑧ 医療 ⑧ 医療 （５）医療

⑨ 治療薬・治療法 ⑨ 治療薬・治療法 ⑨ 治療薬・治療法 －

⑩ 検査 ⑩ 検査 ⑩ 検査 －

⑪ 保健 ⑪ 保健 ⑪ 保健 －

⑫ 物資 ⑫ 物資 ⑫ 物資 －

⑬ 国民生活及び国民経済
の安定の確保

⑬ 県民生活及び県民経済
の安定の確保

⑬ 町民生活及び地域経済
の安定の確保

（６）町民生活及び地域経済
の安定の確保



愛川町新型インフルエンザ等対策行動計画の案 愛川町
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政府行動計画（改定後） 県行動計画（改定後） 町行動計画（案） 町行動計画（現行）

（３）複数の対策項目に共
通する横断的な視点

（３）複数の対策項目に共
通する横断的な視点

（３）複数の対策項目に共
通する横断的な視点

－

Ⅰ 人材育成 Ⅰ 人材育成 Ⅰ 人材育成 －

Ⅱ 国と地方公共団体との
連携

Ⅱ 国と地方公共団体との
連携

Ⅱ 国と地方公共団体との
連携

－

Ⅲ DXの推進 Ⅲ DXの推進 Ⅲ DXの推進 －

Ⅳ 研究開発への支援 Ⅳ 研究開発への支援 Ⅳ 研究開発への支援 －

Ⅴ 国際的な連携 － － －

第３章 政府行動計画の実効
性を確保するための取組等

第３章 県行動計画の実効性
を確保するための取組等

第３章 町行動計画の実効性
を確保するための取組等

－

第１節 国立健康危機管理
研究機構（JIHS）の果たす
役割

第１節 県がJIHS等との連
携により果たす役割

第１節 県がJIHS等との連
携により果たす役割

－

第２節 政府行動計画等の
実効性確保

第２節 行動計画等の実効
性確保

第２節 行動計画等の実効
性確保

７ 行動計画実施上の留意点
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政府行動計画（改定後） 県行動計画（改定後） 町行動計画（案） 町行動計画（現行）

（１）EBPMの考え方に基づ
く政策の推進

（１）EBPMの考え方に基づ
く政策の推進

（１）EBPMの考え方に基づ
く政策の推進

－

（２）新型インフルエンザ
等への備えの機運の維持

（２）新型インフルエンザ
等への備えの機運の維持

（２）新型インフルエンザ
等への備えの機運の維持

－

（３）多様な主体の参画に
よる実践的な訓練の実施

（３）多様な主体の参画に
よる実践的な訓練の実施

（３）多様な主体の参画に
よる実践的な訓練の実施

（２）訓練の実施

（４）定期的なフォロー
アップと必要な見直し

（４）定期的なフォロー
アップと必要な見直し

（４）定期的なフォロー
アップと必要な見直し

（１）計画の見直し

（５）都道府県行動計画や
市町村行動計画等

（５）市町村行動計画等 （５）町行動計画等 －

（６）指定（地方）公共機
関業務計画

（６）指定（地方）公共機
関業務計画

（６）指定地方公共機関業
務計画

－

－ － － ８ 発生段階

－ － －
発生段階における状態と国・
県・町各行動計画の対応表
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政府行動計画（改定後） 県行動計画（改定後） 町行動計画（案） 町行動計画（現行）

第３部 新型インフルエンザ等
対策の各対策項目の考え方及び
取組

第３部 新型インフルエンザ等
対策の各対策項目の考え方及び
取組

第３部 新型インフルエンザ等
対策の各対策項目の考え方及び
取組

第３章 各段階における対策

第１章 実施体制
第１節 「準備期」
第２節 「初動期」
第３節 「対応期」

第１章 実施体制
第１節 「準備期」
第２節 「初動期」
第３節 「対応期」

第１章 実施体制
第１節 「準備期」
第２節 「初動期」
第３節 「対応期」

第２章 情報収集・分析
第１節 「準備期」
第２節 「初動期」
第３節 「対応期」

第２章 情報収集・分析
第１節 「準備期」
第２節 「初動期」
第３節 「対応期」

第２章 情報収集・分析
第１節 「準備期」
第２節 「初動期」
第３節 「対応期」

第３章 サーベイランス
第１節 「準備期」
第２節 「初動期」
第３節 「対応期」

第３章 サーベイランス
第１節 「準備期」
第２節 「初動期」
第３節 「対応期」

第３章 サーベイランス
第１節 「準備期」
第２節 「初動期」
第３節 「対応期」

１ 未発生期
（１）実施体制
（２）情報収集・提供・共有
（３）予防・まん延防止
（４）予防接種
（５）医療
（６）町民生活及び地域経済の安定の

確保

以下「１ 未発生期」同様、「２ 海
外発生期」「３ 県内未発生期」「４
県内発生早期」「５ 県内感染期」
「６ 小康期」に対して、それぞれ
（１）～（６）の記載あり

※３～６には「緊急事態宣言がされて
いる場合の措置」の記載あり
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政府行動計画（改定後） 県行動計画（改定後） 町行動計画（案） 町行動計画（現行）

第４章 情報提供・共有、リ
スクコミュニケーション
第１節 「準備期」
第２節 「初動期」
第３節 「対応期」

第４章 情報提供・共有、リ
スクコミュニケーション
第１節 「準備期」
第２節 「初動期」
第３節 「対応期」

第４章 情報提供・共有、リ
スクコミュニケーション
第１節 「準備期」
第２節 「初動期」
第３節 「対応期」

第５章 水際対策
第１節 「準備期」
第２節 「初動期」
第３節 「対応期」

第５章 水際対策
第１節 「準備期」
第２節 「初動期」
第３節 「対応期」

第５章 水際対策
第１節 「準備期」
第２節 「初動期」
第３節 「対応期」

第６章 まん延防止
第１節 「準備期」
第２節 「初動期」
第３節 「対応期」

第６章 まん延防止
第１節 「準備期」
第２節 「初動期」
第３節 「対応期」

第６章 まん延防止
第１節 「準備期」
第２節 「初動期」
第３節 「対応期」

第７章 ワクチン
第１節 「準備期」
第２節 「初動期」
第３節 「対応期」

第７章 ワクチン
第１節 「準備期」
第２節 「初動期」
第３節 「対応期」

第７章 ワクチン
第１節 「準備期」
第２節 「初動期」
第３節 「対応期」

１ 未発生期
（１）実施体制
（２）情報収集・提供・共有
（３）予防・まん延防止
（４）予防接種
（５）医療
（６）町民生活及び地域経済の安定の

確保

以下「１ 未発生期」同様、「２ 海
外発生期」「３ 県内未発生期」「４
県内発生早期」「５ 県内感染期」
「６ 小康期」に対して、それぞれ
（１）～（６）の記載あり

※３～６には「緊急事態宣言がされて
いる場合の措置」の記載あり
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政府行動計画（改定後） 県行動計画（改定後） 町行動計画（案） 町行動計画（現行）

第８章 医療
第１節 「準備期」
第２節 「初動期」
第３節 「対応期」

第８章 医療
第１節 「準備期」
第２節 「初動期」
第３節 「対応期」

第８章 医療
第１節 「準備期」
第２節 「初動期」
第３節 「対応期」

第９章 治療薬・治療法
第１節 「準備期」
第２節 「初動期」
第３節 「対応期」

第９章 治療薬・治療法
第１節 「準備期」
第２節 「初動期」
第３節 「対応期」

第９章 治療薬・治療法
第１節 「準備期」
第２節 「初動期」
第３節 「対応期」

第10章 検査
第１節 「準備期」
第２節 「初動期」
第３節 「対応期」

第10章 検査
第１節 「準備期」
第２節 「初動期」
第３節 「対応期」

第10章 検査
第１節 「準備期」
第２節 「初動期」
第３節 「対応期」

第11章 保健
第１節 「準備期」
第２節 「初動期」
第３節 「対応期」

第11章 保健
第１節 「準備期」
第２節 「初動期」
第３節 「対応期」

第11章 保健
第１節 「準備期」
第２節 「初動期」
第３節 「対応期」

１ 未発生期
（１）実施体制
（２）情報収集・提供・共有
（３）予防・まん延防止
（４）予防接種
（５）医療
（６）町民生活及び地域経済の安定の

確保

以下「１ 未発生期」同様、「２ 海
外発生期」「３ 県内未発生期」「４
県内発生早期」「５ 県内感染期」
「６ 小康期」に対して、それぞれ
（１）～（６）の記載あり

※３～６には「緊急事態宣言がされて
いる場合の措置」の記載あり
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政府行動計画（改定後） 県行動計画（改定後） 町行動計画（案） 町行動計画（現行）

第12章 物資
第１節 「準備期」
第２節 「初動期」
第３節 「対応期」

第12章 物資
第１節 「準備期」
第２節 「初動期」
第３節 「対応期」

第12章 物資
第１節 「準備期」
第２節 「初動期」
第３節 「対応期」

第13章 国民生活及び国民経
済の安定の確保
第１節 「準備期」
第２節 「初動期」
第３節 「対応期」

第13章 県民生活及び県民経
済の安定の確保
第１節 「準備期」
第２節 「初動期」
第３節 「対応期」

第13章 町民生活及び地域経
済の安定の確保
第１節 「準備期」
第２節 「初動期」
第３節 「対応期」

－ － －
各段階における町の推進体制
及び主な対応一覧

１ 未発生期
（１）実施体制
（２）情報収集・提供・共有
（３）予防・まん延防止
（４）予防接種
（５）医療
（６）町民生活及び地域経済の安定の

確保

以下「１ 未発生期」同様、「２ 海
外発生期」「３ 県内未発生期」「４
県内発生早期」「５ 県内感染期」
「６ 小康期」に対して、それぞれ
（１）～（６）の記載あり

※３～６には「緊急事態宣言がされて
いる場合の措置」の記載あり

愛川町新型インフルエンザ等対策行動計画の案
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政府行動計画（改定後） 県行動計画（改定後） 町行動計画（案） 町行動計画（現行）

－ － －
＜別添＞
国内外で鳥インフルエンザが
人で発症した場合等の対策

用語集 用語集 用語集
＜参考資料＞
１ 用語の解説

－ － －
２ 神奈川県内の感染症指定
医療機関

－ － －
３ 神奈川県衛生研究所、厚
木保健福祉事務所

－ － －
４ 特定接種の対象となり得
る地方公務員


